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第８号(2023 年３号）では、蓄積された高精度な医療データをビッグデータ化する意義に関してまとめていただい

たものを紹介させていただきます。また、個人を中心とした医療データ、健診データなどの PHR（Personal Health

Record)情報を用いたサービスに関する地域行政の役割と今後の展望について掲載させていただきます。医療情報学

会春季大会、SDM ユーザー研究会に関しては、次号で報告する予定です。
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ビッグデータの意義を考える

紀ノ定 保臣

これまで、「データを蓄積し利用できるようにすること」、「データを分析して科学すること」につい

て、述べて来ましたが、それらを踏まえて、今回は、ビッグデータについて述べさせていただきたいと思いま

す。診療業務は、どの医療機関においても共通であり、発生するデータもほとんど変わらないのですが、その

取得、保存方法が各システム、各ベンダーごとに異なるため、それらを収集するためには、標準出力や共通

データモデルが必要となります。SDM は、データを共通モデルに変換して保存する一つの方法ですが、現状

では、その労力やコストの面でなかなか進んでいません。もし、各施設で発生したデータを統一化してビッグ

データとして収集できれば、医療の質向上に多大なる貢献ができるものと思います。ここでは、ビッグデータ

の生成から活用、効果について、以下にまとめてみました。
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医療機関において Big Data を生み出す原動力

１．ITC(情報通信技術) の発達

 診断・治療機器のデジタル化

 患者受付・案内システム (自動化)

 医事会計システム

 オーダエントリ・システム

 電子カルテシステム

 地域医療連携システム

２．診療業務の透明化と効率化

 患者参加型医療の実践 (説明書/同意書取

得の徹底)

 クリティカル・パスの設計と運用

 保険診療の適正化 (根拠に基づいた医療

の実践と適正な診療報酬の請求)

３．医療機関の経営

 データウェアハウス/ダッシュボード

 DPC データの提出

 各種医療統計

４．臨床研究の推進

 EBM (Evidence Based Medicine) の実践

 医療イノべーション/ライフサイエンスイ

ノベーション

なぜビッグデータを活用するのか?

１．過去のデータからパターンを見つけ出す

 未知の事柄を探索するため

 未来を予測するため

 社会や組織の課題を解決するため

２．論理的思考が求められる (Causal Link を理解す

る)

 人の行動(データ) を集める

 データを分析する

 分析結果を予測に利用する

３．思考力が試される (価値を増分するために)

 他者とは異なる非凡な思考力を持ってる

か

 新しい発見ができる頭脳を持っていか

 革新的なアイデアを受け入れることがで

きるか

４．クリエイティブな思考力が求められる

 直感力

 創造力

 課題を素早く解決する能力



Analytics(分析)

Data から価値の増分を引き出すために

 What is Big Data and what are others doing with it?

 Leading organizations are already seeing major benefits.

 How do we build a strategic plan for Big Data Analytics in response to a management request?

 Combination of Advanced Analytics Platform, traditional Data Warehouse and Business

Intelligence.

 How does Big Data change our analytics organization and architecture?

 Establish a roadmap and implement key pilot program.
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記述統計

推測統計

多変量解析

データ・マイニング

テキスト・マイニング

・・・

【技術】

データベース

(NoSQL を含む)

多変量解析

データの分散処理

データのストリーミング処理
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Big Data から価値の増分を生み出す人材の育成

ビッグデータとは
1. 既存の技術では管理することが困難なデータ

2. 管理することが困難になる要因 : 3V + Value：価値
· Volume：データの量が大きいこと

· Variety：データの種類が多様である

診療記録のテキストデータ， 検査の数値データ， 画像など

(non-structured data) (structured data)

3. データの特性と技術について

· 3V の面で管理が困難なデータ (データの特性)

· それらのデータを蓄積・処理・分析するための技術

· それらのデータを分析し, 有用な意味や洞察を引き出せる人材や組織

4. ビッグデータを蓄積・処理・分析するための技術

· 大規模データを効率よく、高速に処理する基盤技術 (例: Hadoop)

· 柔軟で拡張性に優れたデータベース技術 (例: Key-Value, NoSQL)

· 機械学習

· 統計解析

5. データサイエンティスト

· データを分析し, 有用な意味や洞察を引き出せる人材や組織

ビッグデータを活用した医療の質向上を目指して
「ビッグデータを活用した医療の質向上」を因数分解する

→ 「ビッグデータ」、「活用」、「医療の質」、「質の向上」

① ビッグデータの定義

② 医療機関で取り扱う診療録等各種データについて

③ 活用するための手法 → 「価値 (Value) ある情報」を取り出すこと

④ 「医療の質」の定義:

「構造(ストラクチャー)」

：病院の機能 (高度医療専門職人材，診断・治療機器，他)

「過程 (プロセス)」

：標準手順書 (SOP)，業務の流れ，データの流れ，他

「成果 (アウトカム)」

：転帰，平均在院日数，再手術率，患者満足度，他

⑤ 質を向上させるための手法 → 「構造・過程・成果」の改善



地域行政が担う PHR サービスの役割と今後の展望

島川 龍載

はじめに

わが国で医療介護サービスの生産性向上のために期待

されている医療 DX 化の遅れが国家的課題としてク

ローズアップされ、2022 年 5 月の「医療 DX 令和ビ

ジョン 2030」の提言を経て、2022 年 10 月に内閣官

房にて医療ＤＸ推進本部が設置、始動している。医療

DX の推進に関する工程表では、自治体・医療機関／介

護事業所間の連携等の枠組みでは、民間 PHR(Personal

Health Record)事業者団体等と連携したライフログデー

タ標準化などが示され、PHR サービスの具体的なユー

スケースの拡大が期待されている。

そこで、本稿では、地域 PHR サービスの役割に焦点

を当てて、地域で実現する PHR サービスの今後の展望

について、筆者のこれまでの研究をもとに報告する。

1. 地域行政が担う PHR サービスの役割

首相官邸の成⾧戦略フォローアップ（2019）では、

PHR を個人の健康診断結果や服薬履歴等の健康等情報

を、電子記録として、本人や家族が正確に把握するため

の仕組みとしている。現在構築されている PHR サービ

スの具体的なコンテンツとしては、お薬手帳や母子健康

手帳、糖尿病や高血圧など疾病管理手帳など、紙の手帳

を電子化したものが多数存在する。PHR が目指すもの

は個人の生涯にわたる日常生活記録となる健康手帳を電

子化するイメージが強いものと考える。厚生労働省

（2019）は、PHR の普及に想定される効果として、本

人の日常生活習慣の改善等の行動変容や健康増進につな

がることや健診結果等のデータを簡単に医療従事者に提

供できることにより、医療従事者との円滑なコミュニ

ケーションが可能となるとしている。現在、様々な種類

の PHR サービスが全国には存在するが、そのサービス

を事業実施主体の視点から大きく分類すると、①国、②

地域行政・公的機関、③民間に分けることができる。国

の施策において、経済財政運営と改革の基本方針 2020

では、「生まれてから学校、職場など障害にわたる個人

の健康等情報を、マイナポータル等を用いて電子記録と

して本人や家族が正確に把握するための仕組み」と定義

されており、中央集権として広義の範囲でデータ収集対

象も限られる。一方で、地域保健は、地域社会で生活す

る人々の健康を、地域の資源を活用することを通して、

保持増進するための科学であり、技術であり、取り組み

と努力から成り立つものである。地域行政・公的機関が

それぞれの地域の状況に即した活動を行っており、保健

医療計画、地域計画において進められているため、地域

によっては県単位、2 次保健医療単位にて EHR

(Electronic Health Record)・ PHR サービスに関しても

構図を考えることが多い。なお、地域行政が事業実施主

体となって運営する場合と事業を地域の医師会や協議

会、法人などに委託し、地域行政が関与して運営する

ケースに分かれる。地域行政・公的機関が構築する場

合、行政区単位でのコンテンツ重視のサービスであるこ

とが多いが、実際の PHR の利用には、支援者と地域住

民の２つの側面で捉えることが望ましいのではないかと

考える。

まず、支援者の視点では、地域包括ケアシステムの対象

区域（概ね 30 分以内に必要なサービスが提供される日常

生活圏域（具体的には中学校区相当））にて、カバーする

ことである。PHR を地域住民が利用するデータ収集の側面

からみると、日常生活習慣を軸に、健康情報や医療情報な

どを収集することになる。主に、医療機関や健診施設、介

護施設など施設が保有するデータと個人が入力するデータ

が対象となる。前者は、主に EMR や EHR からのデータ

収集、後者は、モバイル機器等の IoT によるデータ連携や

スマートフォンからの収集などが考えられる。特に、後者

の場合は、インプットを誰しもできるわけではなく、子

供・高齢者・傷病者・障害者など、人や ICT の支援が必要

になるケースも多い。

保健医療への参加は、家族の役割が重視されるようにな

り、「患者参加」から「患者・家族参加（Patient and

family engagement）」という概念が用いられることもあ

る。個人だけでなく、日常生活の範囲において、家族、介

護や福祉の支援者、その他地域住民をも含むものを対象と

した広く地域社会を包含するための地域住民が主体となる

ケア（People-centered care）が必要とされており、地域行

政が担う PHR サービスは今後ヘルスケアコミュニティと

しての役割を担うことが期待されるものと考える。

2. PHR サービスに必要となるコミュニティ形成とは何

か

地域行政が行う公共政策の場合は、有益性・安全性・平

等性・公共の福祉性などの観点で地域住民への具体的な説

明が必要となるため、その判断材料となり得る考え方の一

つがアカウンタビリティである。行政の国民に対しての公

共サービスの執行におけるアカウンタビリティを公的アカ

ウンタビリティと位置づけており、これには地域住民参加

型の計画プロセスが求められる。PHR サービスにおける公

的アカウンタビリティには，事業実施主体が果たすべき説

明をもって，地域住民（患者）の納得が得られることが重

要になる。なぜ、PHR のサービスが必要となるのか、情報

提供を行う仕組みとして、地域住民が理解し、納得できる

説明が求められる。

地域での公的アカウンタビリティを果たすためには、事

業実施主体の地域住民に向けた役割が大きいものと考え

る。地域住民主体の医療を行うには、コミュニティの形成

が必要とされている。行政と地域住民の協働関係の構築に

は地域住民の運営参加が必要であり、事業実施主体による

人、場、仕組みが一体となったコントロールタワーとして

の役割が期待されている。また、地域医療問題の根源とし

て、保健医療政策は、これまでは国・地域の行財政コスト

の抑制のための改革が中心となっており、今後は保健、医

療、介護、福祉の総合化における地域住民重視の改革が必

要とされる。地域運営組織においては、行動原理となる地

域住民の危機感をコンステレーションと位置づけて、運営

段階に踏み込みことで地域課題の持続可能な解決に向けた

意識変遷に繋がる。
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これらのことから、地域住民主体の PHR サービスは、個人と地域をつ

なぐヘルスケアの持続可能性を高めるために、行政が中心となって「つく

る」「つなげる」「ひらく」をコンセプトとしたヘルスケアマネジメント

システムを構築することで、ヘルスケアコミュニティの役割も担えるので

はないかと考える。PHR サービスが地域をつなぐコミュニティとして形

成され、地域住民と医療従事者や家族、その他支援者、さらには同じ価値

観にある地域住民同士をつなぐことで、新たな役割が期待される。PHR

サービスは、一旦、サービスを利用すれば、インターネット上で多様なヘ

ルスケアに関係するサプライチェーンやコミュニティが形成される。いわ

ば、人と場を空間でつなぐ新たなヘルスケア領域がゾーン（地域）とし

て、サイバー空間上に存在することになる。（図１）

PHR サービスの普及に向けて、ICT の視点から新たな付加価値を高め

るための PHR サービスのコンテクスト転換が必要になるものと考える。

地域の概念を人と ICT のつながりとして、サイバー空間上にて地域ヘル

スケア情報の拠点となる PHR サービスを展開することで、健康・医療・

介護をつなぐ新たなコミュニティとなる可能性を感じている。

わが国は諸外国と比較すると、PHR サービスの普及が遅れている。既

に普及が進んでいる先進的な一例として、デンマークは、デジタル化先進

国として運用体制や持続可能なビジネスモデルの位置づけ、ユーザーの利

活用が進んでおり、保険省によって設立された患者ポータル

（Sundhed.dk）が PHR サービスとして存在する。自分の医療記録の閲

覧ができ、登録した家族や個人が信頼できる第三者とも情報共有できる。

そのほか、医療や健康管理に関する様々な情報が提供される。また、保険

省の「My Doctor」アプリによって地域住民が医師など医療従事者と簡単

に連絡が取れることや、病気の治療計画や予防接種や予約に関するリマイ

ンダ機能も提供されている。地域住民中心の開発手法を利用した PHR

サービスがヘルスケアコミュニティをネットワーク上に形成している。こ

のように、デンマークのデジタルヘルスはデータの活用と連携で貫かれて

おり、デンマークのようにわが国でのデータヘルスの推進にも公民連携が

不可欠である。

国際連合の持続可能な開発ソリューションネットワーク（SDSN：

Sustainable Development Solutions Network）の世界幸福度調査（2022

年）によると、デンマークは幸福度ランキング 2 位（日本は 54 位）と

なっており、毎年上位となっている。この大きな要因として、デンマーク

では、ウエルネス(Wellness)かつ満足な感情がもたらされ、居心地がよく

快適で陽気な気分であることを表現する「ヒュッゲ」が文化として根付い

ていることが特徴として挙げられる。人と人との繋がりから感じる温かさ

やぬくもりから、心が満ち足りているヒュッゲな時間を過ごすことで幸せ

を感じるものとされる。

わが国でも、地域ヘルスケア情報をつなぐためのサイバー空間のコミュ

ニティ形成によって、幸せな空間や時間を作り出すことで、PHR サービ

スの深化による普及が期待される。

おわりに

国が構築するマイナポータルの機能拡張が期待される中で、これらの仕

組みは社会保障制度において民意のもとで実現するべき機能であると言え

る。一方で、地方自治法（第１条の２第２項）で定めている国が重点的に

担うべき役割では、「住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだ

ねることを基本」とするとともに、「地方公共団体に関する制度の策定及

び施策の実施に当たって、地域行政の自主性及び自立性が十分に発揮され

るようにしなければならない」といった、国と地域行政との役割の違いも

明確にしている。これを受けて各都道府県は、「市町村を包括する広域の

地域行政」の役割を担うことになっているため、個々の地域の課題への対

応は各都道府県の行政計画に基づいて実施される。よって、地域の現況に

合わせて PHR 活用の取り組みにおいても各都道府県の行政計画で検討さ

れるべきものであろうと言える。

PHR サービスは、そもそも個人健康記録が対象ではあるが、高齢者の

ひとり暮らしや高齢者のみの世帯がより一層増加する中で、誰が個人健康

記録を管理するかという問題が生じる可能性がある。個人が信頼できる家

族との関わりの中で生活している地域の状況を鑑みて、PFHR（Personal

& Family Health Record：筆者の造語）といった自分が信頼できる家族と

の助け合いや精神的なつながり、さらには医療機関，所属する企業などの

組織との情報共有が必要なると考えられ、コミュニティを意識した新たな

枠組みとしての個人健康記録の活用が期待される。

図 1 PHR サービスにおける地域の空間概念（筆者作成）



SDM Tips No.8 鈴木英夫

図 SDM 共通項目を用いた集計方法

前回は、HIS から SDM へ変換す

るための ETL プロセスについて説明

しました。二次利用を行うユーザーに

とっては、発生源である HIS を意識

することも必要になるからです。

SDM は、HIS からデータを抽出

し、二次利用に適した形式に変換して

保存するものなので、発生源の HIS

で間違ったデータが登録されたり、欠

損が生じている場合には、それを補う

ことができません。二次利用ユーザー

にとって、SDM から算出する結果

が、HIS や医事会計から算出する結

果と一致していない場合、それが発生

源の問題なのか、SDM へ変換する

ETL の問題なのかを特定することが

必要になります。例えば、SDM の処

方オーダーは、1 オーダーに複数の

RP があり、それぞれの RP 内に複

数の薬品があるというモデルになって

いますが、HIS で、同一薬品でも用

法ごとにレコードが分かれていると、

SDM の１レコード単位が、用法単位

になります。ただし、ETL によって

は１レコードを薬品単位にすることも

できるので、二次利用ユーザーは、

SDM の最小単位（レコード単位）が

何であるかを知っておかなければなり

ません。

以上の点を前提として、今回から

は、SDM の二次利用ユーザーのため

のヒントを解説していきます。

SDM を利用する際に、必ず知って

おかなければならないのは、各テーブ

ルに設定されている共通項目の意味で

す。まず、テーブル間すべてに共通の

項目として、PERSONAL_ID（個人

ID）があります。HIS においては、

患者 ID ということになりますが、

SDM の共通項目は、業種を問わずに

利用できるように、一般用語で統一さ

れています。また、患者 ID など、

個人を特定可能となる ID をそのま

ま使用するのではなく、ここには仮名

化 ID*が入ります。SDM における患

者 ID と仮名化 ID との連携テーブ

ルは、SDM_PERSONAL となりま

す。ここでは SDM_PERSONAL に

関しての詳しい説明はしませんが、

SDM_PERSONAL 内においても、患

者 ID(PATIENT_ID など）ではな

く、INTERNAL_ID（内部 ID）とい

う名称を用いています。もし、SDM

を患者単位のデータとして抽出する場

合は、すべてのテーブルから、同一の

PERSONAL_ID を抽出し、

SDM_PERSONAL により患者 ID に

変換すれば良いことになります。ここ

で共通項目の中に INTEGRATE_ID

があることにも気が付くかと思いま

す。HIS においては、救急患者など、

仮 ID で記録しておくこともあり、一

人の患者が複数の患者 ID を持つこと

もあります。そのままだと SDM で

は、同一人物を別人として集計してし

まうことになります。それを避けるた

め、HIS で最初に登録された患者 ID

に仮名化処理を行い、その ID を

INTEGRATE_ID に登録しておくこと

で同一人物かどうかを知ることができ

ます。ただし、HIS の運用と ETL の

仕様に依存するので、二次利用ユー

ザーはその点を確認しておく必要があ

ります。この INTEGRATE_ID は、

複数施設のデータを統合する際にも、

名寄せ ID に利用可能です。

まず、この PERSONAL_ID、ある

いは INTEGRATE_ID を患者の仮名

化 ID として、各テーブル単位での集

計に関して説明します。

各テーブルの１レコードの単位は、

前述したように、元の HIS のレコー

ド単位や ETL の設計によって変わり

ますが、SDM のテーブルでは、必ず

RECORD_ID が１レコードの単位と

なります。従ってテーブルのレコード

数を患者単位で集計するには、

PERSONAL_ID ごとの RECORD_ID

を集計すれば良いことになります。

また、各テーブル内に記録されてい

るレコードの患者数を集計するには、

述べ患者数の場合 RECORD_ID をカ

ウントしますが、重複なし患者数を求

める場合は、DISTINCT などの重複

除外の関数あるいは機能を用いること

により、集計結果を出力、あるいは可

視化することができます。

SDM のレコードは、特定の行為の

単位で記録されているため、最小行

為単位で集計したい場合は、

RECORD_ID を用い、グルーピン

グされた行為の単位で集計したい場

合、GROUP_ID で、オーダーなど

トランザクション単位で集計したい

場合は、TRANSACTION_ID で、

重複除外の集計を行います。これら

の行為を実施した医療従事者単位で

集計したり、医療従事者の役割や職

種単位で集計することもできます。

このように SDM では共通項目

だけを用いて、各テーブル内だけで

も、さまざまな集計を出すことがで

きます。すなわち、共通項目はすべ

て集計軸になるので、まずは各テー

ブルごとに、共通項目だけを用いた

集計を行い、後でその意味づけを考

えてみるのも、データサイエンスの

テクニックです。

検索や集計を行う上で、重要なこ

とは、全データを対象とせず、対象

の期間を限定することです。SDM

では KEY_DATE と言う項目に、

そのテーブル内で最も重要な日時が

設定されています。例えば、検体検

査では、検体採取日時、画像検査で

は撮影日時、処方や注射では、投薬

開始日時などが KEY_DATE に記

録されています。この日時は、固有

項目内にも、それぞれの意味する項

目名とともに重複して記録されてい

ます。また、KEY_DATE の定義は

KEY_DATE_TYPE に書かれている

ので、わざわざ定義書を見る必要は

ありません。もし時刻が不要であれ

ば、QUERY_DATE を用いて日単

位で期間を限定することができま

す。

次回は、SDM 共通項目におけ

る、EXPIRE_TIMESTAMP（有効

日時）の利用方法を解説します。
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SDM コンソーシアムに関して

医療情報学会、MTA 学会、SDM ユーザー研究会

第 51 回日本 M テクノロジー学会（9 月 1－2 日）において、大会企画講演「技術者視点でのデータベー

ス人材育成」、また第 43 回医療情報学連合大会（第 23 回日本医療情報学会学術大会）（11 月 22－25

日）において、公募企画ワークショップ「医療の質向上を目的とした医療情報の利活用」を行います。また第

二回 SDM ユーザー研究会も計画中です。企画テーマ、演者を募集していますので、SDM にご興味がある方

は、事務局(info@sdm-c.org)までご連絡ください。

SDM コンソーシアムは、

∙ SDM 設計書の整備・保守

∙ 分析サンプル作成・公開

∙ アナリストの教育・スキル育成

∙ プロジェクトの支援

∙ セミナー・ミーティング・イベントの企画

∙ ライブラリの整備

∙ メンバー・コミュニケーション

∙ 広報活動

などを通して、SDM 普及を行っております。

第 43 回医療情報学会連合大会（第 23 回日本

医療情報学会学術大会）公募企画における、

ワークショップに採択されました。
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